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し
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同

）
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四

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
吉

川
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）
）
計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
悪

戸
・
小
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

（
農
道
整
備
）
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

青
森
県
報
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令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
今

別
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水

木
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）
）
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む
つ
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
む
つ
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計
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画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
の
種
類

む
つ
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
（
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
、

三
・
四
・
九
号
高
待
二
枚
橋
線
）

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

（
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
）

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
赤
川
ノ
内
並
木
、
大
字
奥
内
字
大
室
平
、
大
字
奥
内
字
金
谷
沢
、

大
字
奥
内
字
今
泉
、
大
字
奥
内
字
浅
沢
、
大
字
奥
内
字
曲
久
保
、
大
字
奥
内
字
鍋
谷
道
、

大
字
奥
内
字

谷
道
、
大
字
奥
内
字
舘
ノ
下
、
大
字
奥
内
字
小
渡
、
大
字
奥
内
字
沢
ノ

下
、
大
字
奥
内
字
栖
立
場
、
大
字
奥
内
字
品
ノ
木
、
大
字
奥
内
字
近
川
、
大
字
中
野
沢
字

穴
明
窪
、
大
字
中
野
沢
字
上
山
道
、
大
字
中
野
沢
字
中
田
道
、
大
字
中
野
沢
字
高
梨
子
川

代
、
大
字
中
野
沢
字
上
田
、
大
字
中
野
沢
字
畑
沢
野
の
各
一
部

（
三
・
四
・
九
号
高
待
二
枚
橋
線
）

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

（
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
）

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
赤
川
ノ
内
並
木
、
大
字
奥
内
字
大
室
平
、
大
字
奥
内
字
金
谷
沢
、

大
字
奥
内
字
今
泉
、
大
字
奥
内
字
迎
関
、
大
字
奥
内
字
高
館
、
大
字
奥
内
字
浅
沢
、
大
字

奥
内
字
曲
久
保
、
大
字
奥
内
字
鍋
谷
道
、
大
字
奥
内
字

谷
道
、
大
字
奥
内
字
舘
ノ
下
、

大
字
奥
内
字
小
渡
、
大
字
奥
内
字
沢
ノ
下
、
大
字
奥
内
字
栖
立
場
、
大
字
奥
内
字
品
ノ

木
、
大
字
奥
内
字
近
川
、
大
字
中
野
沢
字
穴
明
窪
、
大
字
中
野
沢
字
上
山
道
、
大
字
中
野

沢
字
中
田
道
、
大
字
中
野
沢
字
高
梨
子
川
代
、
大
字
中
野
沢
字
上
田
、
大
字
中
野
沢
字
畑

沢
野
の
各
一
部

（
三
・
四
・
九
号
高
待
二
枚
橋
線
）

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
む
つ
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
八
戸
平
原
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り

清
算
人
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

郷
州

公
典

根
岸

文
隆

磯
島

功

住
沢

久
一

山
内

忠
夫

阿
部

範
彦

林

清
祐

柳
沢

圭
一

久
保

雅
庸

奥
沢

一
英

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
仁
田
三

八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
上
荒
谷
三
三

〃

大
字

町
字
石
株
一
〇

〃

南
郷
大
字
島
守
字
世
増
一

〃

〃

大
字
泉
清
水
字
浜
渡
四
三
の
二

三
戸
郡
階
上
町
大
字
金
山
沢
字
伴
蔵
八

八
戸
市
南
郷
大
字
大
森
字
林
崎
後
五
の
三

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
柳
平
一
五
の
六

〃

〃

大
字
晴
山
沢
字
上
城
三

八
戸
市
大
字
松
舘
字
奥
沢
三
三
の
三

令
和
七･
四･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
株
式
会
社
金
木
自
動
車
学
校
の
行
う
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
)

第
十
二
条
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

取
り
消
し
た
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
課
程

二

取
り
消
し
た
年
月
日

令
和
七
年
五
月
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
株
式
会
社
金
木
自
動
車
学
校
の
行
う
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第

十
三
条
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

取
り
消
し
た
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
方
法
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

二

取
り
消
し
た
年
月
日

令
和
七
年
五
月
十
六
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


